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大人気！「キャリアアップ助成金」の概要 
 
◆大人気の助成金 

平成 25 年度から始まった「キャリアアップ助成金」ですが、受給の要件となる「キャリアア

ップ計画」の作成・認定企業数が厚生労働省の予想を大幅に超えているそうです。 
ここでは、どのような助成金なのかを簡単に見ていきます。 

 
◆助成金の概要（６つのコース） 
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇

用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、「正規雇用への転換」、「人材育成」、

「処遇改善」等の取組みを実施した事業主に対して支給されるもので、次の６コースがあります。 
（１）正規雇用等転換コース 
（２）人材育成コース 
（３）処遇改善コース 
（４）健康管理コース 
（５）短時間正社員コース 
（６）短時間労働者の週所定労働時間延長コース 
なお、コースによっては、平成 26 年３月１日から平成 28 年３月 31 日までの間は、支給額の

増額、要件の緩和の措置がとられています。 
 
◆「キャリアアップ計画」とは？ 
受給にあたりまず必要となるのが「キャリアアップ計画」の作成ですが、この「キャリアアッ

プ計画」とは、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組みを計画的に進めるため、おお

まかな取り組みイメージ（対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取組み）を

あらかじめ記載するものです。 
 
◆様々な要件、書類が必要 
「キャリアアップ計画」の作成・提出後にはコースごとに様々な要件があり、書類の提出も必

要となります。厚生労働省ホームページにも詳しい内容が記載されています（「キャリアアップ

助成金」で検索）。 
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/care
er.html 
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